
別紙様式２
整理番号 １９

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 一湊 事業実施主体 九州森林管理局 屋久島森林管理署
いつそう

（都道府県名） （鹿児島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、鹿児島県の熊毛郡屋久島町に位置し、屋久島流域、一湊川支
流域である。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ５０ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 １０，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ７８，４７１（千円）

総 費 用（Ｃ） ９，４３０（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.32

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 小川内 事業実施主体 九州森林管理局 佐賀森林管理署
お が わ ち

（都道府県名） （佐賀県）

事業の概要・目的 当該箇所は、佐賀県北部の小川内地区に位置し、福岡市博多湾に注ぐ那珂
川上流部右岸の支渓で、那珂川の水源地域の一部である。

地形は急峻で、地質は中生代の花崗岩類等からなっている。
平成２１年７月の中国・九州北部豪雨災害により地区内で発生した崩壊地

から流出した土砂が土石流となり、渓床内に多量に流出し堆積している。
このまま放置すれば今後の降雨等により、渓床内に堆積した不安定土砂が

下流域の保全対象へ流出するおそれがあることから、渓間工を施工し山脚を
固定するとともに不安定土砂の流出を防止して、渓流域の安定を図るもので
ある。

・主な事業内容 渓間工 ４基

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ８５，８９０（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １７１，１８２（千円）

総 費 用（Ｃ） ８１，０７４（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.11

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び森林の荒廃状況
から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されること
から、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必要
である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ２

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 多良岳 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
た ら だ け

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県大村市黒木町多良岳地内に位置し、計画地の下流には
洪水調整・上水道用水等を目的とした萱瀬ダムがあり、大村市、長崎市にと
って重要な水道水の供給施設である。

この流域は多良岳山系の山頂部を形成する安山岩類の集塊岩地帯で急斜面
は岩石地が多く見られる。

平成１７年９月の台風１４号による豪雨や、その後の集中豪雨等により山
腹崩壊や渓流荒廃が発生し、崩壊地等から流出した不安定土砂が渓床内に多
量に堆積している。

このまま放置すれば今後の降雨等により、渓床内に堆積した不安定土砂が
下流域の保全対象へ流下するおそれがあることから、渓間工を施工し山脚を
固定するとともに不安定土砂の流出を防止して、渓流域の安定を図るもので
ある。

・主な事業内容 渓間工 ３基

・主な保全対象（治山事業） 人家、町道

・総事業費 ５０，５００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ２９８，２７７（千円）

総 費 用（Ｃ） ４７，３７４（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.30

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び森林の荒廃状況
から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されること
から、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必要
である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ３

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 仁田 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
に た

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県の対馬市上対馬町に位置し、対馬流域、対馬支流域で
ある。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ２５ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 市道

・総事業費 ５，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４３，５４１（千円）

総 費 用（Ｃ） ４，６９７（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.27

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ４

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 浅藻 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
あ ざ も

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県の対馬市厳原町に位置し、対馬流域、対馬支流域であ
る。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ４０ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ８，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６９，６６０（千円）

総 費 用（Ｃ） ７，５０７（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.28

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ５

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 瀬川 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
せ が わ

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県の対馬市厳原町に位置し、対馬流域、対馬支流域であ
る。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ３０ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、市道

・総事業費 ６，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ５２，２３９（千円）

総 費 用（Ｃ） ５，６２１（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.29

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ６

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 阿連 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
あ れ

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県の対馬市美津島町に位置し、対馬流域、対馬支流域で
ある。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ２１．５ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 市道

・総事業費 ４，３００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３７，４６０（千円）

総 費 用（Ｃ） ４，０６１（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.23

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ７

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度（1年間）

事業実施地区名 大星 事業実施主体 九州森林管理局 長崎森林管理署
おおぼし

（都道府県名） （長崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、長崎県の対馬市峰町に位置し、対馬流域、対馬支流域であ
る。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ７ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 県道

・総事業費 １，３００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １２，２２４（千円）

総 費 用（Ｃ） １，２５０（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.78

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ８

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成26年度（4年間）

事業実施地区名 上 威 事業実施主体 九州森林管理局 熊本森林管理署
かみおどし

（都道府県名） （熊本県）

事業の概要・目的 当該箇所は、熊本県山鹿市菊鹿町の北部で上内田川流域に位置し、地形は
急傾斜地が多く見られる。

地質は火山噴出物である新第三紀の安山岩類が大部分を占め、表層のほと
んどは黒ボク土壌より形成されている。

平成１５年の豪雨時に発生した崩壊地等をきっかけとして、その後度重な
る集中豪雨等により土砂の流出・堆積が繰り返されている。

このまま放置すれば今後の降雨等により、渓床内に堆積した不安定土砂が
下流域の保全対象へ流下するおそれがあることから、渓間工を施工し山脚を
固定するとともに不安定土砂の流出を防止して渓流域の安定を図るものであ
る。

また、山腹工により崩壊斜面の安定と植生導入を行い、早期に林地へと復
旧する。

・主な事業内容 渓間工 ４基 山腹工 ０．１０ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ７１，３００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ５１０，７７２（千円）

総 費 用（Ｃ） ６４，１６６（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.96

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び森林の荒廃状況
から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されること
から、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必要
である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、山腹及び渓床
に堆積する土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図ら
れ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性は認めら
れる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 ９

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 湯前 事業実施主体 九州森林管理局 熊本南部
ゆのまえ

（都道府県名） （熊本県） 森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、熊本県球磨郡湯前町の南部で球磨川本流の最上流域に位置す
る。

地形は全体的に急峻な平衡斜面であるが、横谷峠周辺の山頂部は比較的緩
やかな傾斜を示している。

平成１８年以降の集中豪雨等により山腹斜面に崩壊地が発生し渓流内に多
量の不安定土砂が流出し堆積している。

このまま放置すれば今後の降雨等により山腹崩壊地が拡大し、渓流内にさ
らに流出堆積し、不安定土砂が下流域の保全対象へ流下するおそれがあるこ
とから山腹工を施工し、崩壊した斜面の安定と植生導入を行い、早期に林地
へと復旧する。

・主な事業内容 山腹工 ０．７０ha

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ８６，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３９９，８１５（千円）

総 費 用（Ｃ） ８１，５８３（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.90

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び森林の荒廃状況
から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されること
から、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必要
である。

・有効性： 当事業の実施により、山腹崩壊地が復旧・安定し下流域への
土砂流出防止が図られ、水土保全機能が維持・向上されること
から有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １０

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 鍵掛 事業実施主体 九州森林管理局 熊本南部
かぎかけ

（都道府県名） （熊本県） 森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、熊本県南部の球磨郡水上村に位置し、球磨川上流流域、球磨
川上流支流域である。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ６３ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 林道

・総事業費 １２，５００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ８１，８４９（千円）

総 費 用（Ｃ） １１，７９７（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.94

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １１

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２３年度（１年間）

事業実施地区名 野上河内山 事業実施主体 九州森林管理局 大分西部
のが みかわちや ま

（都道府県名） （大分県） 森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、大分県玖珠郡九重町九酔渓の下流に位置し、筑後川水系玖珠
川支流域に属する。

地形は谷底に向かって急崖をなす阿蘇溶岩を基岩とする地域で、主に溶結
凝灰岩～溶結火成砕屑岩、輝石安山岩である。

近年の台風等の集中豪雨により山腹斜面の風化が進行し、落石の発生等非
常に不安定な状態であり、このまま放置すれば今後の降雨等により、下流保
全対象へ被害を及ぼすおそれがあることから、山腹工を施工し落石等による
被害の防止を図るものである。

・主な事業内容 山腹工 ０．３２ｈa

・主な保全対象（治山事業） 人家、町道

・総事業費 ５１，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １０７，４７１（千円）

総 費 用（Ｃ） ４９，０３８（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.19

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地、及び森林の荒廃状況から、放置すれば土砂流出
や崩壊地の拡大等が懸念されることから、水土保全機能の維持
・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、山腹斜面が安定し下流域への土砂流出
防止が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効
性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １２

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 原石 事業実施主体 九州森林管理局 宮崎森林管理署
はらいし

（都道府県名） （宮崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、宮崎県小林市須木東部で七熊山から軍谷峠、輝峰峠を経て大
森岳に至る山地に囲まれた流域である。

地形は、全体的に急峻な山岳地帯を示すが、綾南ダムから上流では緩やか
な傾斜を示している。

地質は、全体的に中生代後期の四万十層群からなり、ダム上流の一部分
に、わずかに溶結凝灰岩などの火山堆積物が分布している。

本流域では県道沿いの山地が荒廃すれば通行止めとなり、住民の生活に直
接的に支障を及ぼすことが考えられる。

平成17年の台風14号以降度重なる集中豪雨により、渓流内には多量の不安
定土砂が流出し堆積しており、このまま放置すれば今後の降雨等により渓流
内に堆積した不安定土砂が下流域の保全対象へ流下するおそれがあることか
ら、渓間工を施工し山脚を固定するとともに不安定土砂の流出を防止して、
渓流域の安定を図るものである。

・主な事業内容 渓間工 ２基

・主な保全対象（治山事業） 県道

・総事業費 ２５，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １２５，２６８（千円）

総 費 用（Ｃ） ２３，５５８（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.32

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び、森林の荒廃状
況から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されるこ
とから、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必
要である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １３

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 柚園 事業実施主体 九州森林管理局 宮崎森林管理署
ゆ ぞ の

（都道府県名） （宮崎県）

事業の概要・目的 当該箇所は、宮崎県の小林市須木村に位置し、本庄川上流流域、綾南川上
流支流域外である。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ６０ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 県道

・総事業費 １３，５００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １２５，６９８（千円）

総 費 用（Ｃ） １２，７２２（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.88

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １４

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 長尾 事業実施主体 九州森林管理局 宮崎森林管理署
な が お

（都道府県名） （宮崎県） 都城支署

事業の概要・目的 当該箇所は、宮崎県南西部の都城市山田町石風呂地区の大淀川流域、丸谷
川の上流に位置し、地形は全体的に急峻で下降傾斜の急斜面であり起伏も多
い地形となっている。

平成２２年７月の集中豪雨で山腹崩壊が発生し、多量の不安定土砂が渓床
に堆積している。

このまま放置すれば今後の降雨等により、崩壊地が拡大し下流域の保全対
象へ流下するおそれがあることから、渓間工・山腹工を施工し不安定土砂の
流出を防止し、山脚の固定及び崩壊地の安定を図るものである。

・主な事業内容 渓間工 １基 山腹工 ０．０６ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ３９，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ２３７，００７（千円）

総 費 用（Ｃ） ３６，５７５（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.48

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び、森林の荒廃状
況から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されるこ
とから、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必
要である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂及び崩壊地の安定により、下流域への土砂流出防止が図
られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性は認め
られる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １５

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成26年度（4年間）

事業実施地区名 黒仁田 事業実施主体 九州森林管理局 宮崎南部
く ろ に た

（都道府県名） （宮崎県） 森林管理署

事業の概要・目的 当該箇所は、宮崎県南部の串間市本城地区に位置し、志布志湾に注ぐ本城
川の上流黒仁田川の上流域である。

地質は古第三期の日南層群に属し粘板岩・頁岩等からなっている。
平成２２年１０月の集中豪雨により、山腹崩壊が発生し、渓床内に多量の

不安定土砂が流出し堆積している。
このまま放置すれば今後の降雨等により崩壊地が拡大し渓床内に堆積した

不安定土砂が下流域の保全対象へ流下するおそれがあることから、渓間工を
施工し不安定土砂の流出を防止して山脚を固定し渓流域の安定を図るもので
ある。

・主な事業内容 渓間工 ３基

・主な保全対象（治山事業） 人家、市道

・総事業費 ５４，８３０（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ２２４，３６３（千円）

総 費 用（Ｃ） ５０，６５８（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.43

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び、森林の荒廃状
況から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されるこ
とから、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必
要である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １６

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成26年度（4年間）

事業実施地区名 椎ノ木 事業実施主体 九州森林管理局 北薩森林管理署
し い の き

（都道府県名） （鹿児島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、鹿児島県北部伊佐市に位置し、川内川流域樋脇川支流域であ
る。

地質は新第三期で安山岩を基岩とし、表層は火山灰や礫で構成されてい
る。

平成１８年７月の集中豪雨の影響により山腹崩壊が発生し、その後の度重
なる降雨等により、渓床内に多量の不安定土砂が流出し堆積している。

このまま放置すれば今後の降雨等により崩壊地が拡大し渓床内に堆積した
不安定土砂が下流域の保全対象へ流下するおそれがあることから、渓間工及
び山腹工を施工し山脚を固定するとともに不安定土砂の流出を防止し、渓流
域の安定を図るものである。

・主な事業内容 渓間工 ４基 山腹工 ０．１４ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、市道

・総事業費 ８２，４００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３１０，３８５（千円）

総 費 用（Ｃ） ７５，４２４（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.12

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び、森林の荒廃状
況から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されるこ
ことから、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が
必要である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １７

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 宇都塚 事業実施主体 九州森林管理局 北薩森林管理署
う と づ か

（都道府県名） （鹿児島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、鹿児島県西部の薩摩郡さつま町に位置し、川内川流域泊野川
支流域である。

地形は緩やかな中起伏斜面であるが渓流沿いは急峻な地形である。
地質は新第三期で花崗岩を基岩とし、表層は礫や玉石を多く混在した厚い

堆積層からなっている。
平成１８年７月の集中豪雨により山腹崩壊地が発生し、その後の度重なる

降雨等により、渓床内に多量の不安定土砂が流出し堆積している。
このまま放置すれば今後の降雨等により崩壊地が拡大し渓床内に堆積した

不安定土砂が下流域の保全対象へ流下するおそれがあることから、渓間工を
施工し不安定土砂流出の防止及び山脚を固定し、渓流域の安定を図るもので
ある。

・主な事業内容 渓間工 ２基

・主な保全対象（治山事業） 人家、県道

・総事業費 ４８，８００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ２８６，４４９（千円）

総 費 用（Ｃ） ４６，１９１（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.20

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地や渓床に堆積する不安定土砂及び、森林の荒廃状
況から、放置すれば土砂流出や崩壊地の拡大等が懸念されるこ
とから、水土保全機能の維持・向上のために当事業の実施が必
要である。

・有効性： 当事業の実施により、渓岸の縦横浸食の防止、渓床に堆積す
る土砂の安定により、下流域への土砂流出防止が図られ、水土
保全機能が維持・向上されることから有効性は認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効
率的な工種・工法で検討されており、費用以上の効果が期待で
きることから効率性は認められる。



別紙様式２
整理番号 １８

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良 事業計画期間 平成23年度～平成24年度（2年間）

事業実施地区名 日平 事業実施主体 九州森林管理局 大隅森林管理署
ひ び ら

（都道府県名） （鹿児島県）

事業の概要・目的 当該箇所は、鹿児島県の肝属郡肝付町に位置し、肝属川流域、高山川支流
域である。

計画地は、集中豪雨等による山腹崩壊の発生や、林分の過密化等により表
土が流出する等、水土保全機能が低下しており、今後の降雨等により山腹崩
壊や流木等の流出を発生させるおそれがあることから、本数調整伐を行い適
切な林分密度とし、下層植生の回復等により水土保全機能向上を図るもので
ある。

・主な事業内容 本数調整伐 ２５ｈａ

・主な保全対象（治山事業） 人家、国道

・総事業費 ５，０００（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３９，２４７（千円）

総 費 用（Ｃ） ４，７３４（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.29

評価結果 ・必要性： 過密化した林分、表土流出状況等森林の荒廃状況から、放置
すれば山腹崩壊や流木の発生等が懸念されることから水土保全
機能の維持・向上のために当事業の実施が必要である。

・有効性： 当事業の実施により、適切な林分密度となり下層植生の回復
等が図られ、水土保全機能が維持・向上されることから有効性
は認められる。

・効率性： 事業の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率
的な作業方法等で計画されており、費用以上の効果が期待でき
ることから効率性は認められる。


